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経営理念の共有のために 

　当社の経営理念は、社会に貢献することをうたっています。

また、行動憲章は企業の社会的責任を達成するための基本

方針です。経営理念、行動憲章が従業員に浸透し、共有される

ことは、京阪グループの重要なＣＳＲ活動と位置づけています。 

京阪グループ行動憲章 

 1.   私たちは、法令・社会規範を遵守するとともに、高い倫理を保ち、責任ある行動をします。  

 2.   私たちは、お客さまの安全を第一に考えつつ、お客さまの信頼・満足が得られる 
　　品質の高いサービス（※1）をタイムリーに提供します。  

 3.   私たちは、公正な事業活動（※2）を行います。また、政治・行政との間に健全・正常な関係（※3）を保ちます。  

 4.   私たちは、広く社会とのコミュニケーションを行い、すべてのステークホルダーに必要な情報を 
　　適時・適切に開示します。  

 5.   私たちは、すべての人々の人権を尊重します。  

 6.   私たちは、ハラスメントなどのない安全で働きやすい職場づくりに努めます。  

 7.   私たちは、積極的に環境保護に努めます。  

 8.   私たちは、個人情報やその他の重要情報を厳正・適切に取り扱います。  

 9.   私たちは、事業活動を通じて地域社会に貢献します。  

10.　私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、 
　　その排除に取り組みます。  

11.　私たちは、事業活動を健全（※4）かつ迅速に進め、企業価値の長期的・安定的な増大を図ります。 

行動憲章 

京阪グループは、鉄道という公共性の高い事業を中心に地域に密着したさまざまな事業活動を 

行う企業集団として、企業を取り巻く人々の期待に誠実に応えることにより企業としての社会的 

責任を果たし、地域社会から信頼される企業を目指すため以下のとおり行動憲章を定めます。 

京阪グループのすべての役員および従業員はこの行動憲章の実現が自らの役割であると認識し、 

率先してその実現に努めます。 

● 研修の実施 
　グループ新入社員基礎研修、新任管理職・係長研修、駅・

運転部門の業務研修会などで京阪グループの経営理念、

行動憲章を説明し、浸透を図っています。 

　企業の社会的責任を果たし、経営理念を従業員の日常の

行動で実現するための基本方針として、平成18年4月に

「行動憲章」を制定しました。さらに、当社各部署および

グループ各社において、より具体的な行動レベルに落とし

込んだ「行動指針」を定めています。 

※1 サービスや商品について適切な表示や説明を行うことを含みます。  ※2 談合、カルテル、業務上の地位を利用して私利を図る行為、社会通念上不適切な接
待・贈答、発注者の立場を利用した不当要求、知的財産の侵害、インサイダー取引などを行ってはいけません。また、適正な会計処理を行い、特許・商標等の知的財
産の保全に努めましょう。 ※3 政治活動に関する違法な寄附・献金を行ってはいけません。  ※4 事業活動に関する情報は、ルールに従い正確に記録・保存しなけ
ればなりません。 

▲ 駅・運転部門の業務研修会 

● 経営理念携帯カードの配布 
　京阪グループ従業員に経営理念、

経営姿勢、行動憲章、環境理念を

記載した携帯用のカードを配布

しています。 

▲ 経営理念携帯カード 
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